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会社員、公務員、自営業者

請求書

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

認定者

申請書

負担割合→国

保険料率→1号 市町村 ２号医療保険者

保険料＝収入×保険料率

現物
(白)

償還
(黒)

都道府県 介護保険審査会財政安定化基金

国

2つ目の青い〇（被保険者）について詳しく見ていきます
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1号被保険者 2号被保険者

住所地（住民票がある） 〇 〇

年齢 65歳以上 40以上～65歳未満

医療保険加入者 〇

適用除外施設（条件をクリアーしていても以下の施設に入っていると被保険者にならない）
・指定障害者支援施設（障害者総合支援法）
・障害者支援施設（身体障害者福祉法・知的障害者福祉法）
・救護施設（生活保護法）
・医療型障害児入所施設（児童福祉法）
・のぞみ園、国立ハンセン病療養所

・他の条件はあってもなくても関係ない
・介護保険→生活保護を受けていても介護保険の被保険者になる
・後期高齢者医療保険→生活保護を受けていると後期高齢者医療保険の被保険者にならない

介護保険の被保険者（強制適用）



3

ある出来事 例

市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達した時
（誕生日の前日）

2号被保険者になっ
た時

当
日

40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の者が市町村の区域
内に住所をもつに至った日

1号・2号が引越し
てきた時

市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険に加入
した時

生活保護の人が正
社員になった時

市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険未加入者が
65歳に達した時（誕生日の前日）

1号被保険者になっ
た時

市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者また
は65歳以上の者が適用除外施設を退所したとき

適用除外施設を退
所した時

取得は原則当日（翌日×）、誕生日だけ前日から
被保険者になったら保険料はすぐ払う（誕生日は前日から払う）イメージ

取得の時期
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喪失の時期

市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
または65歳以上の者が適用除外施設に入所したとき

2号・1号が適用除外施
設に入所した時

翌
日死亡したとき 死亡した時

市町村の区域内に住所がなくなったとき その１ 国外へ引越し

市町村の区域内に住所がなくなったとき その２
その日に、他の市町村の区域内に住所をもつに至った場合

国内の引越し
当
日

2号被保険者が医療保険加入者でなくなったとき 生活保護になった時

・原則翌日喪失（保険料を長く払うイメージ）
・当日喪失の国内の引越しは、結局その日に引越し先の市町村の被保険者になり保険料を納める
・生活保護になった時は当日から生活保護法に切り替わるイメージ
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ある出来事
当日

ある出来事
翌日年齢到達

誕生日の前日

国内引越し
生活保護

当日取得、翌日喪失が原則
例外が3つ
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住所地特例：引越し先の負担が増えないようにするため（お金の問題）

A市 B市
自宅の引越し

A市 B市対象施設への引越し

引越し先の被保険者になる

引越す前の被保険者のまま

対象施設：①介護保険施設4つ
②特定施設：有料老人ホーム(サ高住含む)、養護老人ホーム、経費老人ホーム
③養護老人ホーム（老人福祉法）
④指定障害者支援施設（障害者総合支援法）

施設に入っていない
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